
次に掲げる条例を公布する。 

大阪市市長直轄組織設置条例の一部を改正する条例 

市長の専決処分事項に関する条例等の一部を改正する条例 

大阪市印鑑条例の一部を改正する条例 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

大阪市市税条例の一部を改正する条例 

大阪市立児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

大阪市保健所条例の一部を改正する条例 

令和８年５月 29日 

                 大阪市長  横 山 英 幸 


